
共同組合贐¶瑋偏 

 

犢O斃労蟷丹貢ル五沸砿à弴行欄溝鵠襭憎貢慎グ膃驟行考広肱 

 

! 犢O斃労蟷丹貢ル五沸砿à弴行欄溝鵠襭憎珙霸癩琨瑄朮犢O斃襭憎¶瑄瑋

偏珩貢慎グ惚膃驟溝鵠襭憎惚迩5貢国康行巵濠鵠豪貢膏溝鵠午 

 

! ! 霸癩琬琰朮琬蠻琬瑇荳糶頓 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 犢O斃憎! 都! 袍! 泗! 赶 

 

 

糶贐弴譿 

 

! 梗貢贐惚糶頓溝鵠貢購伍碁丱僥貢60厨淤沸砿60U淤惚㔾濠鵠紅濠貢膃卸貢粐

〕惚労鵠紅濠貢欄妥┃歐貢與喋行欄溝鵠┃歐語珙霸癩琬琯朮┃歐¶琨琤琱偏珩

行国鵠労蟷丹┃貢膃驟行噌広伍膃驟溝鵠氣P控巷鵠拘穀腔巷鵠午 



愛西市条例第９号 

 

愛西市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例         

 

愛西市図書館の設置及び管理に関する条例（平成１７年愛西市条例第７９

号）の一部を次のように改正する。 

第６条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、

同条第２項中「協議会の委員（以下「委員」という。）」を「委員」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちか

ら教育委員会が任命する。 

（１） 学校教育の関係者 

（２） 社会教育の関係者 

（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４） 学識経験のある者 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


